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 目的
この規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６
号、以下「法」という。）第３７条第１項の規定に基づき定めたもので、大洗研究所（北地区）原子炉
施設の保安に関する基本的事項を定め、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原
子炉施設による災害の防止を図ることを目的とする｡

 適用範囲
この規定は、原子炉施設（ＪＭＴＲ、ＨＴＴＲ及び共用施設）の保安に関して適用する。

 構成
〇第１編 総則
〇第２編 放射線管理
〇第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理
〇第４編 共用施設
〇第５編 ＪＭＴＲの管理
〇第６編 ＨＴＴＲの管理



保安規定変更認可申請について
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 主な変更の内容
（１）ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
① ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止措置主任者を追加 （第１編～第５編）
② ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 （第１編及び第５編）
③ ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加 （第５編）

（２）保管廃棄施設の設置に伴う変更
① 廃棄物の仕掛品の定義及び管理の変更 （第１編及び第３編）
② 固体廃棄物の廃棄及び保管の追加 （第３編）
③ 廃棄物の仕掛品の保管場所の削除及び保管廃棄施設の記載の追加
（第４編、第５編及び第６編）

（３）記載の適正化

 その他
本申請書における令和2年4月1日施行前の旧炉規法に基づく「施設定期自主検査」などの記載
については、令和2年5月11日に申請した大洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定の変更認可
申請（令02原機(大安)024）において、改正炉規法に基づく「定期事業者検査」などに変更する。
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 ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
 「廃止措置主任者」、「廃止措置」及び「廃止措置対象施設」の定義を追加 ＜第３条＞
 材料試験炉部の課室の職務の変更 ＜第５条の２＞
 廃止措置主任者の選任及び職務の追加 ＜第６条の２＞＜第６条の４＞
 ＪＭＴＲキャプセル等審査委員会の削除 ＜第１２条＞＜第１３条＞＜別表第１０（２）＞
 定期的な評価の対象からＪＭＴＲを除外 ＜第３７条＞
 保安教育において、ＪＭＴＲにあっては「運転」を「廃止措置」に読み替える記載を追加
＜別表第５＞

 試験炉規則に基づく記録のうち、ＪＭＴＲの廃止措置段階において必要の無い記録を削除
＜別表第１０（１）＞

 保管廃棄施設の設置に伴う変更
 「廃棄物の仕掛品」の定義の変更 ＜第３条＞
 試験炉規則に基づく記録のうち、４．放射線管理記録のリ及びヌに、記録及び保存責任者と保
存期間を追加 ＜別表第１０（１）＞

第１編 総則

主な保安規定変更内容 【第１編】
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 ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
 ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止措置主任者を追加
＜第３条＞＜第４条＞＜第２１条＞＜第２４条＞＜第２７条＞＜第２９条＞＜第３４条＞
＜第３７条＞＜第３８条＞

第２編 放射線管理

主な保安規定変更内容 【第２編】 【第３編】

 ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
 ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止措置主任者を追加
＜第１条＞＜第２条＞＜第７条＞＜第８条＞＜第９条＞

 ＪＭＴＲ原子炉施設から一般排水溝へ放出はしないため（ＪＭＴＲ廃止措置計画に記載）、対象か
らＪＭＴＲを除外 ＜第５条＞

 保管廃棄施設の設置に伴う変更
 廃棄物の仕掛品の管理の変更 ＜第１０条の２＞
 廃棄物の仕掛品の引き渡す前の措置及び引取りの依頼等の削除
＜第１１条の２＞＜第１４条の２＞

 固体廃棄物の廃棄及び保管の追加 ＜第１０条の３＞＜第１３条＞

第３編 核燃料物質等の運搬及び放射性廃棄物等の管理
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 ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
 ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止措置主任者を追加
＜第４条＞＜第１５条＞＜第１６条＞＜第１７条＞＜第１９条＞

 ＪＭＴＲ原子炉施設から一般排水溝へ放出はしないため（ＪＭＴＲ廃止措置計画に記載）、ＪＭＴＲ
を除外 ＜第５条＞

 保管廃棄施設の設置に伴う変更
 廃棄物の仕掛品の保管場所の削除及び保管廃棄施設の記載の追加
＜別図第２（その１）＞

 その他
 除染施設をＨＴＴＲ原子炉施設の共用施設から除外 ＜第９条＞

第４編 共用施設

主な保安規定変更内容 【第４編】
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 ＪＭＴＲの廃止措置に伴う変更
 ＪＭＴＲ原子炉主任技術者を削除し、ＪＭＴＲ廃止措置主任者を追加
 ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更
 ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加

 保管廃棄施設の設置に伴う変更
 廃棄物の仕掛品の保管場所の削除及び保管廃棄施設の記載の追加
＜別図第１＞＜別図第２＞

第５編 ＪＭＴＲの管理

主な保安規定変更内容 【第５編】

 保管廃棄施設の設置に伴う変更
 廃棄物の仕掛品の保管場所の削除及び保管廃棄施設の記載の追加
＜別図第２＞

第６編 ＨＴＴＲの管理

7～14頁参照

15～21頁参照

22、23頁参照
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原子炉の運転及びキャプセル等の照射試験を行わないため、条項の削除又は内容の変更を行
う。

【第１章 通則】

変更前 変更後

第１条 （定義）
第２条 （材料試験炉部品質保証技術検討会）
第３条 （要員等の配置）
第４条 （手引の作成）
第５条 （引継ぎ）
第６条 （年間運転計画）
第７条 （運転計画）
第８条 （運転計画の変更）
第９条 （運転実施計画）
第１０条 （炉停止中作業計画）
第１１条 （保全区域）
第１２条 （炉室気密扉の開閉）
第１３条 （鍵の管理）
第１４条 （特殊試験）

第１条の２ （定義）
第２条 （材料試験炉部品質保証技術検討会）
第３条 削除
第４条 （手引の作成） ※
第５条 削除
第６条 （年間管理計画）
第７条 削除
第８条 削除
第９条 削除
第１０条 削除
第１１条 （保全区域）
第１２条 （炉室気密扉の開閉）
第１３条 （鍵の管理）
第１４条 削除

※：第４条（手引の作成）については内容の見直しを行う。（次頁参照）

ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 (1/8)
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 ＪＭＴＲ管理手引の作成
ＪＭＴＲ廃止措置に伴い、運転手引から管理手引に名称を変更するとともに、記載事項の見直し
を行う。

変更前 変更後

（手引の作成）
第４条 材料試験炉部長は、本体施設等及び照射設
備に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪ
ＭＴＲ運転手引（以下この編において「運転手引」と
いう。）を作成する。
(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項
(2) 運転操作に関する事項
(3) 巡視及び点検に関する事項
(4) 燃料要素の管理及び交換に関する事項
(5) 異常時の措置に関する事項

２ 材料試験炉部長は、前項の運転手引を作成する
場合は、ＪＭＴＲ原子炉主任技術者（以下この編に
おいて「原子炉主任技術者」という。）の同意を得る。
これを変更する場合も同様とする。

３ 材料試験炉部長は、第１項の運転手引を作成した
場合又は変更した場合は、所長及び環境センター
長に報告する。

（手引の作成）
第４条 材料試験炉部長は、本体施設等及び照射設
備に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＪ
ＭＴＲ管理手引（以下この編において「管理手引」と
いう。）を作成する。
（削る）
（削る）
(1) 巡視及び点検に関する事項
(2) 燃料要素の管理に関する事項
(3) 異常時の措置に関する事項（火災が発生した場
合の措置を含む）
(4) 廃止措置に関する事項（商用電源喪失時の代替
措置に関する事項等を含む）

２ 材料試験炉部長は、前項の管理手引を作成する
場合は、ＪＭＴＲ廃止措置主任者（以下この編におい
て「廃止措置主任者」という。）の同意を得る。これを
変更する場合も同様とする。

３ 材料試験炉部長は、第１項の管理手引を作成した
場合又は変更した場合は、所長及び環境センター
長に報告する。

ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 (2/8)
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変更前 変更後

第１節 運転上の制限
第１５条 （本体施設の運転上の制限）

第２節 炉心構成上の遵守事項
第１６条 （炉内への装荷物の制限等）
第１７条 （制御棒吸収体の取出し及び挿入）

第３節 運転上の条件
第１８条 （停止余裕）
第１９条 （電源）
第２０条 （一次冷却系配管破損検出系及び燃料破損検

出系の作動条件）
第２２条 （制御棒挿入装置の作動条件）
第２３条 （セットバック装置の作動条件）
第２４条 （制御棒引抜停止装置の作動条件）
第２５条 （警報装置の作動条件）
第２６条 （負圧の維持）
第２７条 （カナル等の水位の維持）
第２８条 （カナル等の水質の維持）
第２９条 （一次冷却水の水質の維持）

第４節 運転
第３０条 （運転開始前の措置）
第３１条 （予備機への切替え）
第３２条 （運転開始命令）
第３３条 （運転に係る通報及び表示）
第３４条 （運転中の巡視及び点検）
第３５条 （運転停止後の措置）

（削る）
第１５条 削除

（削る）
第１６条 削除
第１７条 削除

（削る）
第１８条 削除
第１９条 削除
第２０条 削除

第２２条 削除
第２３条 削除
第２４条 削除
第２５条 （警報装置の作動条件） ※
第２６条 （負圧の維持） ※
第２７条 （カナル等の水位の維持） ※
第２８条 （カナル等の水質の維持） ※
第２９条 削除

（削る）
第３０条 削除
第３１条 削除
第３２条 削除
第３３条 削除
第３４条 削除
第３５条 削除

※：第２５条～第２８条については廃止措置段階で必要な事項のみの内容変更を行う。

【第２章 運転管理→施設管理】

ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 (3/8)
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変更前 変更後

第３６条 （施設定期自主検査）
第３７条 （施設定期自主検査の実施計画）
第３８条 （修理及び改造）
第３９条 （保守結果の通知等）
第４０条 （停止中の巡視及び点検）

第３６条 （施設定期自主検査） ※1
第３７条 （施設定期自主検査の実施計画） ※1
第３８条 （修理及び改造）
第３９条 （保守結果の通知等）
第４０条 （巡視及び点検） ※2

※1：「施設定期自主検査」（令和2年4月1日施行前の旧炉規法に基づくもの）は、令和2年5月11日に申請した大
洗研究所（北地区）原子炉施設保安規定の変更認可申請（令02原機(大安)024）において、改正炉規法に
基づく「定期事業者検査」に変更となる（第２編及び第４編も同様）。

※2：第４０条（巡視及び点検）はＪＭＴＲ廃止措置に伴い内容の変更を行う。（次頁参照）

【第３章 保守管理】

ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 (4/8)
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 巡視及び点検の内容の変更
運転段階の巡視及び点検の内容から、廃止措置段階において維持管理が必要な設備を対象と
した内容の変更を行う。

変更前 変更後

（停止中の巡視及び点検）
第４０条 原子炉課長は、原子炉の停止中、別表第２
４に掲げる施設及び設備について１日１回以上巡視
し、点検する。

（巡視及び点検）
第４０条 原子炉課長は、別表第２４に掲げる施設及
び設備について１日１回以上巡視し、点検する。

ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 (5/8)
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変更前 変更後

第４１条 （未使用燃料要素の受入れ）
第４２条 （燃料要素等の貯蔵）
第４３条 （燃料要素等の貯蔵中の点検）
第４４条 （燃料要素の挿入、配置替え及び取出し）
第４５条 （使用済の燃料要素のアダプタ等の切断）
第４６条 （切断済の燃料要素等の輸送容器への収

納）
第４７条 （燃料要素等の払出し）

第４１条 削除
第４２条 （燃料要素等の貯蔵）
第４３条 （燃料要素等の貯蔵中の点検）
第４４条 削除
第４５条 （使用済の燃料要素のアダプタ等の切断）
第４６条 （切断済の燃料要素等の輸送容器への収

納）
第４７条 （燃料要素等の払出し）

【第４章 燃料要素等の管理】

変更前 変更後

第４８条 （キャプセル等の製作）
第４９条 （原子炉停止中のキャプセル等の挿入及び

取出し）
第５０条 （原子炉運転中のラビット及びＯＳＦ－１キャ

プセルの挿入及び取出し）
第５１条 （照射済のキャプセル等の引渡し）
第５２条 （キャプセル等の所在管理）

第４８条 削除
第４９条 削除

第５０条 削除

第５１条 （照射済のキャプセル等の引渡し）
第５２条 （キャプセル等の所在管理）

【第５章 キャプセル等の管理】

ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 (6/8)
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変更前 変更後

第１節 警報装置及び安全保護回路が作動した場合の措置
第５３条 （警報装置が作動した場合の措置）
第５４条 （安全保護回路が作動した場合の措置）
第５５条 （原子炉が計画外停止した場合の措置）
第５６条 （計画外停止後に原子炉を再起動する場合の措置）

第２節 運転上の制限等に係る異常の場合の措置
第５７条 （本体施設の運転上の制限値を超えた場合の措置）
第５８条 （制御棒が動作不能となった場合の措置）
第５９条 （負圧の維持に異常を認めた場合の措置）
第６０条 （カナル等の水位に異常を認めた場合の措置）
第６１条 （カナル等の水質に異常を認めた場合の措置）
第６２条 （一次冷却材の水質に異常を認めた場合の措置）

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置
第６３条 （運転中の巡視及び点検等において異常を認めた場合の措置）
第６４条 （停止中の巡視及び点検において異常を認めた場合の措置）

第４節 燃料要素等に異常を認めた場合の措置
第６５条 （未使用燃料要素に異常を認めた場合の措置）
第６６条 （使用中及び使用済の燃料要素、ＪＭＴＲＣで使用した燃料に

異常を認めた場合の措置）
第６７条 （燃料要素等の紛失を発見した場合の措置）

第５節 キャプセル等に異常を認めた場合の措置
第６８条 （キャプセル等に異常を認めた場合の措置）

第６節 地震後の措置
第６９条 （地震後の措置）

第７節 非常事態に発展するおそれのある場合の措置
第７０条 （非常事態に発展するおそれのある場合の措置）

第１節 警報装置が作動した場合の措置
第５３条 （警報装置が作動した場合の措置）
第５４条 削除
第５５条 削除
第５６条 削除

第２節 施設管理において異常を認めた場合の措置
第５７条 削除
第５８条 削除
第５９条 （負圧の維持に異常を認めた場合の措置）
第６０条 （カナル等の水位に異常を認めた場合の措置）
第６１条 （カナル等の水質に異常を認めた場合の措置）
第６２条 削除

第３節 点検等において異常を認めた場合の措置
第６３条 削除
第６４条 （巡視及び点検において異常を認めた場合の措置）

第４節 燃料要素等に異常を認めた場合の措置
第６５条 削除
第６６条 （未使用燃料要素、使用済燃料要素及びＪＭＴＲＣで使用した

燃料に異常を認めた場合の措置）
第６７条 （燃料要素等の紛失を発見した場合の措置）

（削る）
第６８条 削除

第５節 地震後の措置
第６９条 （地震後の措置）

第６節 非常事態に発展するおそれのある場合の措置
第７０条 （非常事態に発展するおそれのある場合の措置）

【第６章 異常時の措置】

ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 (7/8)
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【第７章 放射線管理】

変更前 変更後

第７１条 （管理区域の区分）
第７２条 （放射線測定機器）

第７３条 （放射線測定機器の警報装置の作動条件）

第７１条 （管理区域の区分）
第７２条 （放射線測定機器）
第７２条の２ （放射線測定機器の管理） ※
第７３条 （放射線測定機器の警報装置の作動条件）

※：新設する第７２条の２は、維持管理対象設備である放射線測定機器（水モニタ）の管理についての記載の追
加である。

ＪＭＴＲ及び照射設備の運転に伴う管理項目の削除又は変更 (8/8)
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変更前 変更後

第１章 通則 第１章 通則
第１条 （適用範囲）

第１章の２ 廃止措置管理
第１４条の２ （恒久停止措置）
第１４条の３ （実施計画）
第１４条の４ （対象施設・設備等の供用終了確認）
第１４条の５ （汚染状況等の調査、原子炉施設を活

用した調査及び研究）
第１４条の６ （廃止措置作業の計画）
第１４条の７ （工事の実施）
第１４条の８ （工事完了の報告）
第１４条の９ （廃止措置のために導入する装置）
第１４条の１０ （放射性廃棄物でない廃棄物の管理）
第１４条の１１ （設備の保安管理）

ＪＭＴＲの廃止措置移行に伴い、第１条に適用範囲を追加するとともに、第１章の２に廃止措置計
画に基づく管理の項目を追加する。

ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加 (1/7)
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 保安規定の適用範囲の追加
ＪＭＴＲ原子炉施設の廃止措置は、第１段階から第４段階まで４段階に区分して実施する。本保安
規定の第５編 ＪＭＴＲの管理については、第１段階にのみ適用する旨の記載を追加する。

（適用範囲）
第１条 この編は、ＪＭＴＲ原子炉施設（以下この編において「原子炉施設」という。）の廃止措置計画の第１段階
（解体準備段階）にのみ適用し、第２段階（原子炉周辺設備の解体撤去段階）に着手する前に変更しなけれ
ばならない。

ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加 (2/7)
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 原子炉の機能停止措置（恒久停止措置）の追加
ＪＭＴＲ廃止措置計画の第１段階で行う原子炉の機能停止措置についての記載を追加する。

（恒久停止措置）
第１４条の２ 原子炉課長は、恒久停止措置として、炉心から制御棒を取り外し、制御棒駆動装置の電源ケーブ
ルを切り離さなければならない。

※ＪＭＴＲ廃止措置計画認可申請書の本文五の５．１の（１）を抜粋
（１）原子炉の機能停止措置
原子炉の機能停止措置として、既に炉心から全ての燃料要素が取り出されており、燃料要素取出し後の炉
心にはダミー燃料又は反射体要素が装荷されていることから、燃料要素を炉心へ装荷することが不可能な状
態となっている。また、制御棒の取り外し及び制御棒駆動装置の電源ケーブルの切離しを行い、恒久的に原
子炉が起動できない状態とする。

ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加 (3/7)
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 廃止措置計画に基づく解体撤去工事等の計画の作成の追加
ＪＭＴＲ廃止措置計画において実施する解体撤去工事等を実施する際に作成する「実施計画」及
び「廃止措置作業の計画」の記載を追加する。

（実施計画）
第１４条の３ 原子炉課長及び照射課長は、廃止措置計画に基づき、廃止措置の対象となる施設・設備の解体
撤去工事又は核燃料物質等による汚染の除去工事（研究開発を含む。）を実施する場合は、これら工事に係
る実施計画を作成し、廃止措置主任者の確認を受け、材料試験炉部長の承認を得て、当該工事に関係のあ
る課長等に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 材料試験炉部長は、前項の承認をしたときは、所長に報告しなければならない。

（廃止措置作業の計画）
第１４条の６ 原子炉課長及び照射課長は、廃止措置計画に基づき工事を実施しようとするときは、工事件名ご
とに工事対象範囲の汚染の状況の確認を行った上で、次の各号に掲げる項目を記載した廃止措置作業の計
画を作成する。
(1) 工事件名 (2) 対象施設・設備名 (3) 工事場所 (4) 工事期間 (5) 工事内容 (6) 工事方法
(7) 工程表 (8) 工事体制
(9) 放射線管理及び安全確保対策
イ 漏えい及び拡散防止対策 ロ 被ばく低減対策 ハ 事故防止対策
(10) 放射性廃棄物及び解体物撤去等の管理

≪以下省略≫

※ＪＭＴＲ廃止措置計画の第１段階においては、以下の解体撤去工事等を実施する。
①原子炉の機能停止措置
②管理区域外の設備の解体撤去
③管理区域外の設備の閉止処置

ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加 (4/7)
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 供用終了確認及び供用を終了した設備の管理について
維持管理対象設備以外の設備であって、解体撤去工事等の前までに行う供用終了確認と、供用
を終了した設備の管理について、記載を追加する。

（対象施設・設備等の供用終了確認）
第１４条の４ 原子炉課長及び照射課長は、解体撤去工事又は核燃料物質等による汚染の除去工事（以下こ
の編において「汚染の除去工事」という。）を行う場合は、対象施設・設備等の供用が終了していることを確認
しなければならない。

２ 原子炉課長及び照射課長は、供用を終了した設備のうち、系統内に放射性物質が残存している設備につい
ては、第１４条の１１第２項に基づく措置を完了するまで放射性物質の漏えい防止及び拡散防止の機能が維
持されていることを確認しなければならない。

（設備の保安管理）
第１４条の１１ ≪第１項省略≫
２ 原子炉課長及び照射課長は、供用を終了した設備のうち、放射性物質が系統内に残存する場合は、その状
況を把握し、解体撤去工事の着手までに系統の隔離、密封、機器の電源隔離等の適切な措置を講じる。

３ 原子炉課長及び照射課長は、供用を終了した設備のうち、系統内に放射性物質が残存している設備につい
て、前項に基づく措置を完了した場合は、材料試験炉部長及び廃止措置主任者に報告するとともに、放射線
管理第２課長に通知する。

４ 材料試験炉部長は、前項の報告を受けたときは、所長に報告する。

ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加 (5/7)
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 廃止措置のために導入する装置について
解体撤去工事等を実施するにあたって、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量を抑制し、又
は低減する観点その他の原子力安全の観点から、専ら廃止措置で使用するために装置（施設又
は設備）を導入する際の管理項目を追加する。

（廃止措置のために導入する装置）
第１４条の９ 原子炉課長及び照射課長は、第１４条の６の廃止措置のために導入する装置については、第３８
条を準用する。この場合において、同条中「修理及び改造」とあるのは「導入」と読み替える。

２ 前項の装置の導入に当たっては、日本産業規格等の規格及び規準に準拠するとともに、必要に応じて放射
性物質の漏えい及び拡散防止対策、被ばく低減対策、事故防止対策の安全確保対策を講じる。

※：ＪＭＴＲ廃止措置計画の第１段階において、装置を導入する予定はない。導入する際は、廃止措置計画の
変更認可申請を行う。

ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加 (6/7)
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 維持管理対象設備の交換に係る手続きの追加
令和元年１２月２５日の規制委員会で示された「廃止措置中の試験研究用等原子炉施設におけ
る施設の維持管理目的の機器の交換に係る手続きの合理化」（委員会資料７「試験研究用等原子
炉施設の審査の改善策等について」３．（３））に基づき、維持管理対象設備の交換に係る手続きの
記載を追加する。

（設備の保安管理）
第１４条の１１ 維持管理対象設備又はこれらを構成する部品等の交換を行う場合であって、既設機器の同等
品もしくは同等品以上の性能を有するものへの交換の場合は、廃止措置計画の変更認可申請は不要とする。

ＪＭＴＲの廃止措置に伴う管理項目を追加 (7/7)
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保安規定に記載している管理区域の図において、仕掛品の保管場所を削除し、保管廃棄施設の
記載を追加する。一例（ＪＭＴＲ原子炉建家１階）を以下に示す。

廃棄物の仕掛品の保管場所の削除及び保管廃棄施設の記載の追加 (1/2)

変更前 核物質防護の観点から の箇所は非開示としています。



変更後
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廃棄物の仕掛品の保管場所の削除及び保管廃棄施設の記載の追加 (2/2)

核物質防護の観点から の箇所は非開示としています。


